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 最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処す

る観点から、①平成２１年及び平成２２年において、

直系卑属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度の創設、②平成２１年及び平成

２２年において、試験研究費を行った場合の法人税

額の特別控除の特例、③交際費等の損金不算入制度

に係る定額控除限度額の引上げの措置が講じられま

した。 

 今回の会計・税務の知識では、この３つを取り上

げます。 

 

■平成２１年及び平成２２年において、直系尊属か

ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非

課税 

 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日

までの間に、その直系尊属からの贈与により住宅取

得等資金の取得をした特定受贈者が、一定の場合に

該当するときは、その贈与により取得をした住宅取

得等資金のうち５００万円（累計）までの金額につ

いては、贈与税の課税価格に算入されません（措法

７０の２①）。 

この特例は、暦年課税の基礎控除（１１０万円）、

相続時精算課税制度の特別控除額２，５００万円＋

住宅資金得等特例１，０００万円とあわせて適用す

ることができます。つまり、暦年課税では６１０万

円まで贈与税が生じず、相続時精算課税では４００

０万円まで贈与税額が生じません。 

《贈与者と受贈者》 

贈与者と受贈者は、次の通りです（措法７０の２

①②一） 

 対  象 

贈与者 受贈者の直系尊属 

受贈者 居住無制限納税義務者（相法１の４一）、

非居住無制限納税義務者（相法１の４二）

に該当する個人で、住宅取得等資金の贈与

を受けた日の属する年の１月１日におい

て２０歳以上である者 

《特例の対象となる住宅取得等資金》 

 特例の対象となる住宅取得等資金とは、次の取得

または増改築等の対価に充てるための金銭です。 

・受贈者による住宅用家屋の新築または建築後使用

されたことのない住宅用家屋の取得 

・受贈者による既存住宅用家屋の取得 

・受贈者が所有している家屋についての増改築等 

これらの取得または増改築等とともにするその敷

地の用に供されている土地または土地の上に存する

権利の取得を含みます。 

 

■交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の

引上げ 

 資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人

は、年４００万円（定額控除限度額）までの交際費

の金額の９０％を損金に算入することができます。

今回の改正では、この定額控除限度額が６００万円

まで拡大されました（新措法６１の４、６８の６６

①一）。 

 たとえば、５５０万円の交際費の支出があった場

合の損金算入限度額、損金不算入額の計算は、次の

とおりです。 

 

 

《従来》 

 損金算入限度額 400万円× 90％  ＝360万円 

 損金不算入額  550万円－360万円＝190万円 

《改正後》 

 損金算入限度額 550万円× 90％ ＝495万円 

 損金不算入額  550万円－495万円＝55万円 

 

 

 なお、この６００万円の定額控除限度額が適用で

きるのは、平成２１年４月１日以後に終了する事業

年度です。つまり、４月決算からの適用が可能です。

新しい法人税申告書別表十五（交際費等の損金算入

に関する明細書）は、国税庁のホームページに掲載

されているので、間違いないようにしましょう。 

 

■平成２１年及び２２年において、試験研究を行っ

た場合の所得税額の特別控除の特例 

  

 試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、

税額控除できる限度額は、当期の法人税額の２０％

まででしたが、改正により、平成２１年及び２２年

においては、当期の法人税額の３０％までとなりま

した（措法１０の２、４１の４の２、６８の９の２）。

また、平成２１年及び２２年において生じた税額控

除限度超過額は、平成２３年及び２４年で税額控除

の対象とすることができるようになりました。 
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